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監 査 報 告 書 

令和８年５月２１日 

公益社団法人鶴ヶ島市シルバー人材センター 

理 事 長  佐 久 間 孝 次  様 

 

公益社団法人鶴ヶ島市シルバー人材センター 

監  事  栁川 幸忠 ㊞ 

監  事  村田 京子 ㊞ 

 

私達は、公益社団法人鶴ヶ島市シルバー人材センターの令和７年度における

会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。 

１ 監査の方法の概要 

（１）会計監査について、会計帳票並びに関係書類の閲覧など必要と思われる

監査手続きを用いて実施した。 

（２）業務監査については、理事から実施事業の報告を聴取し、関係書類の 

閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて実施した。 

２ 監査の結果 

（１）公益社団法人鶴ヶ島市シルバー人材センターの令和７年度の決算書類及

び附属明細書は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計基準に準拠し

ており公益社団法人鶴ヶ島市シルバー人材センターの正味財産増減の状況

及び財政状況を適正に表示しているものと認める。 

（２）公益社団法人鶴ヶ島市シルバー人材センターの令和７年度の事業報告及

び附属明細書の内容は真実であり、法令又は定款に違反する重大な事実は

ないと認める。 

（３）理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実はないと認める。  

＊原本には監事の署名及び押印がなされている。 


